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結ぴにかえて

はじめに

　合衆国第４２代大統領に就任したビル ・クリントンは，その選挙戦のさなか，現行の移

転価格ルールの執行強化によっ て， 合衆国で事業を行 っている外国企業から４年問で

４５０億ドルの追加税収が調達できる ，と主張した。クリントン陣営によれば，４万６ ，ＯＯＯ

社にのぼる外国企業のうち７０％は合衆国で全く税を払 っておらず，国内企業との課税上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
の公平から ，外国企業に対し公正な税負担を求めたにすぎない，と述べている 。

この様な外国企業に対する課税強化の動きは，とりわけ８０年代後半のプラザ合意以降 ，

急速に多国籍化を進めた日本企業にとっ て大きな打撃となっ た。 なぜなら ，監査 ・追徴

対象とされる企業が，自動車 ・家電をはじめとする製造業から銀行 ・商杜などのサービ
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ス業にいたるあらゆる分野にわた っていること ，追徴される金額が膨大なこと ，移転価

格税制およびそれに対する知識と経験が不足しているばかりか裁判に相当の時問と費用

を要すること ，そして移転価格税制の適用にあたり ，ＩＲＳ（内国歳入庁）には大幅な裁量

権が認められているのに対し，価格設定の正当性を立証する責任が企業側に属すること

など，企業には極めて厳しい制度となっ ているからである（日米問の移転価格税制関連年

表を参照）。 輸出製品の価格設定において，価格を低めに設定すれば関税当局からダンピ

ング容疑をかけられ，高めに設定すればＩＲＳから移転価格税制の監査対象とされると

いう板挟みの状況に，日本企業は追い込まれたのである 。

日米間の移転価格税制関運年表

１９１７

１９２１

１９５４

１９６０

１９６２

１９６８

１９７８

１９７９

１９８２

１９８４

１９８５

１９８６

１９８７

１９８８

１９８９

１９９０

１９９１

移転価格規制（悉意的所得配分防止のための連結申告権限を歳入長官に付与）

移車云価格規制第２４０条（ｄ）成立

内国歳入法第４８２条（現在の移転価格税制の根拠規定）成立

ＩＲＳ内に国際調査官グループ組織

ケネディ税制改革（多国籍企業課税の展開）

内国歳入法第４８２条の整備，アームスレングス基準導入

トヨタ ・日産に対し税務調査開始

移転価格に関する国連報告［ＤｏｍｍａｎｔＰｏｓ血ｏｎｓｏｆＭａｒｋｅｔＰｏｗｅｒｏｆＴｒａｎｓｎａｔｌｏｎａｌ

Ｃｏｒｐｏｒａｔ１ｏｎｓ１公表

移転価格に関するＯＥＣＤ報告書［Ｔｍｓｆｅｒ　Ｐｒ１ｃｍｇ　ｍｄ　Ｍｕｌｔｍａｔ１ｏｎａｌ　Ｅｎｔｅ叩ｎｓｅｓ１公表

米政府，移転価格の算定方法にプロフィット ・スプリット法導入

松下電器産業にＶＴＲ価格をめぐり１７億円の追徴請求（日米相互協議へ）

トヨタ ・日産自動車に２ ，５００億円の追徴請求，東芝（３００億円） ・日本電気に追徴請求（ＩＲＳ

と協議中）

日立製作所に１００億円の追徴請求

日本「移転価格税制」導入

米政府，移転価格（毎体資産）の算定方法にスーハー　ロイヤリティ条項導入

トヨタ ・日産自動車，９６０億円の追徴に応じる

ヤマハ発動機に約２００億円の追徴請求

米政府「移転価格税制とその執行にかんする白書」公表

三井物産，米国三井物産との取引について税務調査を受ける

第一勧銀（５億５ ，０００万円） ・富士銀行（３億８ ，０００万円）に追徴請求

東海銀行 ・安田信託に追徴請求

富士通に８０億円（半分は延滞利息）の追徴請求（租税裁判所へ提訴）

ソニー・ シャープ ・三洋電気に追徴請求

米政府「事前確認制」を導入

外国企業課税を強化する「９０年外国課税平等法案」（ゲ ッパート ・ロステンコフスキー 案）

松下電器産業，ＶＴＲ価格をめぐり６億円の追徴に応じる

東京国税局，ＡＩＵに２８億円追徴請求

（２１８）
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１９９２　カナダ製ホンダ車，米加自由貿易協定違反の容疑で関税当局の調査

　　米政府「内国歳入法第４８２条に関する財務省規則案」公表

１９９３　クリントン政権，外国企業課税強化として「みなし利益課税」の採用方針公表

出所）　日本経済新聞などより著者が作成

　さらに問題は企業レベルにとどまらない。国際的二重課税を排除するために８６年に導

入された「適応的調整」制度により ，合衆国で追徴された税額を日本の税額から還付す

ることになり ，わが国の税収が合衆国に移転されることになっ たからである 。特に地方

税を還付することになっ た自治体の中には，歳出計画の見直しや延期を迫られるなど ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
思わぬ余波を被 ったところも少なくない。これは，他のＯＥＣＤ諸国に比べわが国の地

方税に占める法人の比重が著しく高いことに起因するが，より根本的にはシャウプ勧告

で提起された地方税としての付加価値税を採用せず，景気変動に左右されやすい事業税

と法人住民税により地方税収を賄おうとしたこれまでの地方税制の問題点が国際化の中

で先鋭化したものと考えられる。この様に移転価格問題はリ企業 リ５ＩＲＳのレベルを超

え， 日米間の租税摩擦，そしてわが国の国税 ・地方税のあり方にも修正を迫る問題にま

　　　　　　　　　　　　　２）
で発展する可能性をもっ ている 。

　ところで，移転価格税制が国際課税の中で近年特に問題とされる原因の一つは，合衆

国だけが移転価格税制そのものに対する考え方を転換させたことである 。つまり ，これ

までの移転価格の算定方法についての独立企業間価格原則を，ＯＥＣＤをはじめ国際的

なコンセンサスを得ていた「価格重視」から「利益重視」にシフトさせ，ＣＰＩ（比較対

象利益率）あるいはＣＰＭ（比較対象利益法）等の概念を導入したのである 。しかし現段階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
では，この転換は合衆国以外のＯＥＣＤ諸国の反発を招いている 。

　そこで，本稿では，国際課税制度としての移転価格税制の変遷をたどりながら ，なぜ ，

合衆国政府は移転価格税制に対する考え方の転換に迫られたのか，そしてそれはどの様

な理論的 ・政策的判断にもとづいていたのか検討したい 。

　考察順序は次の通りである 。Ｉでは，国際課税制度における移転価格税制の役割と合

衆国での導入の背景を整理し，ｎでは，国際的なコンセンサスとなっ た独立企業間価格

の算定方法ならびにその問題点を分析し，皿では，従来の考えを転換させた内国歳入法

第４８２条に関する『ホワイト ・ぺ 一パーの特徴ならびにその理論的 ・政策的背景につ

いて検討し，最後にクリントン政権下の「みなし利益課税」についてふれることとした

い。

　　１）クリントン陣営は，４５０億ドルの根拠についてはなんら説明していない。この点に関し

（２１９）
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　　 ＩＲＳのピーターソン長官は，外国企業の納税不足額は最大でも年３０億ドル程度と見なして

　　いる。ＩＲＳの試算は次のように計算されている。国内法人と外国法人の資産収益率は約

　　 １． ２％（１ ．８％ 一〇 ．６％）の差がある 。そしてこの差の半分（０ ．６％）が移転価格操作によるも

　　のとする 。１９８９年の外国企業の総資産額は１兆４ ，２９０億ドルであり ，Ｏ ．６％の収益率の上昇は

　　所得を８６億ドル増加させる 。合衆国の法人税率は３４％であり ，追加税収は約３０億ドルになる 。

　　　 Ｋａｔｈ１ｅｅｎ　Ｍａ肚ｈｅｗｓ，Ｃｏｕ１ｄ　ｔｈｅ　Ｕ　Ｓ　Ｒｅａ１１ｙ　Ｒａ１ｓｅ６４５Ｂｍ１ｏｎ　Ｆｒｏｍ　Ｆｏｒｅ１ｇｎ　Ｆ１ｍｓ？
，

　　Ｔあ１Ｖ；ｏ狐Ｎｏｖｅｍｂｅｒ２．１９９２，ｐｐ５７７－５７８

　２）移転価格をめぐる日本企業の動向については，塩田潮「ただ今拡大中，日米税金ウォー

　　ズ」『文葵春秋』１９９２年５月号を参照。また，地方財政との関連で，日本政府による日産 ・

　　　トヨタ白動車への税額還付の違法性についてふれたものとしては，北野弘久「日産，トヨタ

　　の在米子会社にたいする課税額の還付の不当性」［税制研究』Ｎ ｏ． ２７．１９９３年１月を参照
。

　３）ＯＥＣＤは，財務省の規則案を検討し，財務省が支持するＣＰＩ法は，最終的手段として ，

　　 しかも明確な租税回避事案に限定すべきであること ，従来の独立企業問価格原則も認められ

　　 るべきこと ，などの点を指摘し，なによりも広く受け入れられている国際課税の原則に立脚

　　するよう求めている 。

　　　 ＯＥＣＤ，ＴあＡ抄３伽ｇグ丁閉郷帖ｒ　Ｐ〃ゴ〃ｇ　ｚリ〃〃〃〃〃〃舳〃ｏ舳Ｚ１１；〃３ヴ沽硲Ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ

　　Ｓｔａｔｅｓ　Ｐ
ｒｏｐｏｓｅ

ｄ　Ｒｅｇｕ１ａｔ１ｏｎｓ，１９９３，Ｅｘｅｃｔ１ｖｅ　Ｓｕｍｍａｒｙ

Ｉ． 移転価格税制導入の背景

　１　国際課税制度における移転価格税制

　税金は，多国籍企業の実際の活動場所の決定に関して影響力を持つが，より重要なこ

とは，それが多国籍企業の所得の税務会計上の立地選択に影響を及ぽすということであ

る。 税率の格差を利用し，多国籍企業は実際の活動場所をなんら移動させることなく ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
移転価格を用いて所得を税の高い国から低い国へと移転させることができるのである 。

　ところで企業活動が多国籍化すると ，海外投資の収益はただちに本国送金されるとは

限らず，長期問あるいは永久に海外に滞留することがありうる。この様な現象が特に問

題となるのは，形式的な操作によっ て所得を税率の低い国に移転し，企業全体としての

税負担を回避する余地が生まれるからである 。そこで，この様なグローバルな形での租

税回避行動に対処するための制度として「タ ソクス ・ヘイフン対策税制」と「移転価格

税制」がある 。

　まず，タ ックス ・ヘイブンとは，法人所得に対する税率が合衆国に比べ著しく低い

国　地域をさす。もしタ ソクス　ヘイフンに子会社を設立し，そこへ事業収益を集中さ

せれば，企業全体としての税額を低く抑えることができる 。「タ ックス ・ヘイブン対策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２０）



移転価格税制の変遷と合衆国経済（飯野） ９７

税制」とは，この様な税負担を逃れた所得の全額あるいは一部をサブパートＦ所得と

して課税し，タ ックス ・ヘイブンを利用した租税回避を抑制しようとする措置である 。

　次に，「移転価格税制」とは，多国籍企業内部での取引価格（振替価格）操作による租

税回避行動を防止するための措置である 。企業が海外にある子会杜などの系列企業と取

り引きをする場合，第三者との取引価格よりも高めにあるいは低めに操作することが可

能である 。親会社が子会社に対し，安い価格で商品を販売したりあるいは高い価格で仕

入れた場合には，親会社の利益が低下し，国内での納税額は減少する 。しかも ，子会社

がタ ックス ・ヘイブンに存在していたならば，企業は全体としてさらに節税が可能とな

るだろう 。「移転価格税制」は，この様な窓意的な取引価格をチ ェッ クし，適正な価格

におきなおした場合の所得に対して課税する制度である 。

　しかし，昨今問題となっ ているのは，税率の格差を利用した租税回避よりもむしろ ，

余り税率格差のない先進国問での移転価格操作による所得（税源）配分問題である 。図

１は，輸出価格を操作した場合のＡ国Ｘ社とＢ国にある海外子会杜Ｙとの納税額の

違いを示している（但し，ここでは両杜にかかる税率は５０％で同じとする）。 輸出価格を当初

の１００から１３０に高めに操作することにより ，Ｘ社の納税額は２５から４０に増加するが ，

他方海外子会杜Ｙの納税額は２５から１０に減少する 。この場合外国税額控除が存在すた

め， グループとしての納税額は５０でなんら変化しないが，課税当局からすれば，輸出価

格の操作により ，Ａ国では！５の税収増，逆にＢ国では１５の税収減，となる 。

　経済成長率が鈍化し，財政赤字のファイナンスがますます困難な先進諸国にとっ て，

この様な所得（税源）の移転はきわめて憂慮すべきことであり ，移転価格問題が，先進

国問で租税摩擦に進展する大きな要因の一つがここにある 。

　２　合衆国における移乾価格税制の導入

　合衆国における移転価格税制が多国籍企業の国際的な課税回避行動に対処する目的で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
整備されだすのは１９６２年のケネディ税制改革以降のことである 。

　１９６０年代になると合衆国企業は，通貨の交換性が回復しＥＥＣの成立を控えた西ヨー

ロッパに急速に進出した。ケネディ政権としては，国内でのインフレなき持続的成長と

ドル危機に同時に対処するため，資本の海外流出を阻止する必要があ った。そのため国

内では，大幅な法人税減税 ・所得税減税をてこに投資 ・消費を拡大し，経済成長率を高

め， 他方対外的には，ドル価値の下落を防ぐだけでなく ，国内の資金需要の充足のため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
にも企業所得の海外流出を抑える措置が必要であ った。そこで，合衆国の課税を逃れ海

（２２１）
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図１ ．輸出価格を操作した場合の納税額の違い

Ａ国Ｘ社一一一一一一→Ｂ国にある子会社Ｙ

　　　　製品輸出価格（１００）

納税額 ＝利益（５０）×５０％

　　　＝２５

納税額：利益（５０）×５０％

　　　：２５

販売価格
（１５０）

Ａ国Ｘ社 一一一一一一→Ｂ国にある子会杜Ｙ

　　　　製品輸出価格（１３０）

納税額二利益（８０）×５０％

　　　＝４０

納税額＝利益（２０）×５０％

　　　：１０

販売価格
（１５０）

外に滞留する所得を国内所得なみに課税し，資本の海外流出および国内への還流を促進

しようとケネディ政権下で強化されたのが，タ ックス ・ヘイブン対策税制としてのサブ

パートＦ条項と移転価格税制であ った 。

　この様に，海外へ所得を移転する相対的優位性を除去し，その資金を国内の成長政策

に振り向け，国内の成長とドル危機回避の両面に役立てようとしたところがケネディ政

権下の政策意図であり ，政策体系における位置づけであ ったと考えられる 。なお，ケネ

ディ政権下では移転価格税制の執行に当た っての規則は整備されておらず，独立企業間

価格の原則が確立されるのは１９６８年である 。

　ところで，この段階では合衆国から流出する所得が主に問題とされているが，やがて ，

（２２２）
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多国籍企業の相互浸透現象が進展するにつれ，合衆国に進出している外国企業が合衆国

であげた所得を本国または第三国に持ち出すこともその問題領域に入ることになる 。つ

まり ，移転価格税制の対象が海外に進出した合衆国企業だけでなく ，合衆国に進出した

外国企業にまで拡大されるのである 。そこで合衆国の移転価格税制に対処するため ，７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
年代には西欧諸国でも移転価格税制が整備されることになる 。

　　１）　Ｊｏｅ１Ｓ１ｅｍｒｏｄ，Ｃｏｍｐｅｔ１ｔ１ｖｅ　Ａｄｖａｎｔａｇｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｏｐｔｍａ１Ｔａｘ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ

　　　Ｆｏｒｅｉｇｎ－Ｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｃｏｍｅ　ｏｆ　Ｍｕ１ｔｉｎａｔｉｏｎａｌｓ： Ｔｈｅ　Ｃａｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ａｎｄ　Ｊａｐａｎ，丁加

　　　Ａ〃〃ブ〃ｏ刀 ノｏ〃ブ〃ｏ１げＴ〃Ｐｏ〃６ｙ　Ｓｐｒ１ｎｇ ，１９９１ ，　ＰＰ　１２５

　　２）移転価格税制の初期の形態は，１９１７年および１９２１年歳入法により内国歳入長官に関連会社

　　　問での恋意的所得移転を防止するための連結申告権限を与え，それを海外の子会社にまで拡

　　　張したときに現れる 。しかし，実際には６０年代以降，多国籍企業の活動が活発化してから所

　　　得移転防止策の検討に入 った 。Ａ　 Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ 　Ｉｎｔｅｒｃｏｍｐａｎｙ　Ｐｒｉｃｉｎｇ： ＳＥＣ４８２Ｗｈｉｔｅ　Ｐａｐｅｒ

　　　 ｏｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｍｐａｎｙ　Ｐｒ１ｃｍｇ，Ｕ　Ｓ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒｅａｓｕｒｙ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｍａ１Ｒｅｖｅｎｕｅ　Ｓｅｒｖ１ｃｅ
，

　　　Ｏｃｔｏｂｅｒ１８．１９８８．（『内国歳入法第４８２条に関する白書の概要』日本租税研究協会，１９８８年
，

　　　２ －４ぺ 一ジ）

　　３）ケネディ税制改革の内容ならびに多国籍企業との関連については，拙稿「ケネディ政権下

　　　の税制改革　　その背景と政策意図」『立命館経済学』第３９巻第１号，１９９０年４月 ，「多国籍

　　　企業段階の税制改革　　１９６０年代はじめの合衆国を例に」『立命館経済学』第４１巻第３号 ，

　　　１９９２年８月を参照 。

　　４）英国では１９７０年に，西ドイツでは１９７２年に ，わが国は１９８６年に移転価格税制が導入されて

　　　いる 。そして１９７９年，移転価格税制の国際的広がりの中でＯＥＣＤによっ て共通のガイド

　　　ラインが作成され，現在の移転価格税制の基本的枠組みとなっ ている 。

　　　　ＯＥＣＤ，〃ｏ械ブＰｒ６６加ｇ伽６〃〃加ｏ¢｛ｏ舳Ｚ１１：〃〃ゆ｛３５；Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ＯＥＣＤ　Ｃｏｍｍｉ←

　　　 ｔｅｅ　ｏｎ　 Ｆｌｓｃａｌ　 Ａｆｆａ肛ｓ，Ｐａｒ１ｓ，１９７９

ｎ． ８０年代以前の移転価格税制と合衆国経済

　ここでは移転価格税制の適用において，国際的なコンセンサスとなっ ている独立企業

問価格の算定方法ならひにその問題占を整理する 。

　１　独立企業間価格の算定方法
　　　　　　　　　　　　　　１）
　企業が関連会杜との取り引きにおいて独立企業問価格と異なる価格で取り引きを行 っ

た結果，合衆国の所得が減少したと認められる場合，ＩＲＳは適切な方法で独立企業間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
価格を算定し，当該企業の所得額を算定し直し，税を追加徴収することができる 。

（２２３）
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　合衆国で採用されている独立企業問価格の算定方法には適用順位が決められており ，

０独立価格比準法，　再販売価格基準法，　原価基準法，＠その他の方法，となっ てい
３）

る。

○　独立価格比準法（ｃｏｍｐａｒａｂｌｅ　Ｕｎｃｏｎｔｒｏｌ１ｅｄ　Ｐｒｌｓｅ　Ｍｅｔｈｏｄ）

　特定の移転価格が適正原則に合致しているか否かを判断するために，比較対象取引

（特殊な関係にない企業と同一の商品 ・同一の取引条件）で成立する価格を独立企業問価格と

するものである 。これは原則として使用に最も適したものであり ，理論上も優れた方法

である 。しかし実際には，比較対象取引の証拠が入手できないか，取引条件の同一性の

判断などにおいて議論が生じることがあり ，適正価格を得るためには他の諸方法も必要

となる 。

　　再販売価格基準法（Ｒｅｓａ１ｅ　 Ｐｒｉｃｅ　Ｍｅｔｈｏｄ）

　供給される財 ・サ ービスがその企業グループに特有のものであり ，それらについての

公開市場が存在しない場合，非関連取引についての情報は入手がきわめて困難である 。

これは特に，中問生産物や技術移転に関してそうである 。さらに，企業グルー プ内取引

が， そのグループと他の第三者との問の取引と十分に比較できないこともありうる 。例

えば，独占 ・寡占が進んだ市場では，独立の第三者が余りに規模が小さな買い手である

ために，グループ企業が独立企業であ った場合にでも行われるであろう割引が主張でき

ないこともありうる 。そこでこの様な状況下で適正価格を定めるために使用されるのが

再販売価格基準法や原価基準法である 。再販売価格基準法は，非関連会社に対する最終

販売価格から費用と利潤マーク ・ア ップを控除する方法である 。

　　原価基準法（Ｃｏｓｔ　Ｐ１ｕｓ　Ｍｅｔｈｏｄ）

　商品またはサ ービスなどを提供する原価から出発して，適当な費用と利潤マーク ・ア

ップを加えた額を独立企業間価格とする方法である 。

＠　その他の方法

　移転価格問題を引き起こす経済取り引きは多岐にわた っており ，Ｏ一　の方法が適応

できないと判断された場合，第４の方法として，投資収益率法（Ｒ．ｔｕｍ．ｎＩｎ。。。ｔｍ．ｎｔ

Ｍｅｔｈ．ｄ），最終販売価格法（Ｌ。。ｔＳ．１。。 Ｐ．１。。 Ｍ．ｔｈ．ｄ） ，機能法（Ｆｍ．ｔ１．ｎ．ｌＭ．ｔｈ．ｄ），利益

分割法（Ｐ・・丘ｔＳｐ１ｉｔＭ・ｔｈ・ｄ），準利益率法（Ｎ・ｔ　Ｐ・・丘ｔＭ・ｔｈ・ｄ）などがある 。しかし，これ

らは最終的な方法であり ，できるだけ独立価格比準法などを優先的に利用するよう求め
　　４）
ている 。

（２２４）
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　２　多国籍企業の展開と独立企業間価格の問題点

　独立した第三者との取り引き価格をもっ て適正な独立企業問価格とする ，という考え

方にはいくつかの問題点がある 。

　第１は，比較あるいは比準の対象となる取り引きが存在しないことである 。そしてこ

の場合の存在しない理由としては２つのことが考えられる 。まず，取り引きを行う企業

の形態の相違である 。典型的な例は日本の商杜であり ，合衆国には存在しないこの企業

形態をどの様に比較するかである 。もう一つは，そもそも特殊な部品あるいは製品の場

合である 。この中には一般に無体資産と呼ばれる ，特許，商標，トレード ・マークなど

が含まれる 。この場合も比較対象を見つけることはかなり困難である 。

　第２は，関連企業グループとして一体性を有する存在としての多国籍企業の特徴を独

立企業原則が無視しているということである 。一般的には多国籍を指向するものは，他

と違 ったいくつかの特性を持 っており ，それらを活用しようとする 。商標，特許，名声 ，

経営能力，市場開拓のノウハウ ，その他である 。企業はこれらの特殊的な優越性を活用

し， その価値を十分に発揮するために，すなわち他の企業には真似のできない特性に対

するレントを世界規模で獲得するために外国での操業を始めるのである 。このことは ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
多国籍企業が，性質そのものからして不完全競争的なものであることを意味している 。

つまり ，独立企業の原則は市場べ一スで決定される価格を独立企業間価格として採用す

るものであるが，多国籍企業はグループとして行動することで規模の利益なり統合の利

益を得ており ，その性質を無視して独立企業問価格と比較をするのは問題がある 。財務

省報告で引用されている会計検査院の調査によれば，価格設定方式として独立価格比準

法を利用している企業は全体の１５％程度に対し，第４のその他の方法を利用しているも
　　　　　　　６）
のが４７％であ った 。

　この様に，独立企業原則に基づき適正価格を算定しようとする従来の移転価格税制は ，

多国籍企業の発展と ，取り引きされる財 ・サービス ，とりわけ無体資産の比重の高まり

の中で不可避的に第４の方法の重要性を高めるのである 。そしてこの動きは，税制の公

平　中立　簡素化を求める８０年代の税制改革の中で，移転価格税制に重要な転換をもた

らすのである 。

　　１）ＩＲＣ４８２条とその通達は，次の５種類の取引形態について規定している 。

　　　　¢　利子（１ｏａｎｓ　ａｎｄ　ａｄｖａｎｃｅｓ） ：関係会社問の貸付金や前渡金などの金銭債権 ・債務に対

　　　　　しては第三者問で成立するであろう利子をふさなければならない 。

　　　　　サ ービスの提供（ｐｅｒｆｏｍａｎｃｅ　ｏｆ　ｓｅ耐ｉｃｅ） ：関係会社間の市場調査，経営管理，技術

　　　　　およびその他のサ ービスの提供に対しては第三者間で成立する料金が支払われなければ

（２２５）
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　　　ならない 。

　　　　有体資産の賃貸（ｕｓｅ　ｏｆ　ｔａｎｇ１ｂ１ｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）当事者が有体資産の賃貸借を業とする場

　　　合には，第三者間で成立する賃料によらなければならない 。

　　＠　毎体資産の譲渡または使用（ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｏ川ｓｅ　ｏｆ　ｍｔａｎｇ１ｂｌｅ　ａｓｓｅｔｓ）特許，デザイン ，

　　　著作権，商号，フランチャイズ，ライセンス，プログラム，システム ，顧客リスト ，技

　　　術資料などの無体資産の関係会社間での譲渡または使用に際しては，第三者間で成立す

　　　る価格（使用料）でなければならない 。

　　　　有体資産の販売（ｓａ１ｅｓ　ｏｆ　ｔａｎｇ１ｂ１ｅ　ｐｒｏｐｅ岬）

　　なお，取引価格の正確性をきすためのこの様な５種類の分類による税務申告の検討が，取

　税務行政を複雑かつ膨大にしているという問題占がある 。須田徹『アメリカの税法　連

　邦税 ・州税のすべて』中央経済社，１９９１年，１４３ －１４，９ぺ一ジ 。

２）合衆国の場合，ＩＲＳに税務調査を受けた企業は，自らの価格設定の妥当性を証明する責

　任を有し，情報開示の義務を負うなど，ＩＲＳにかなりの裁量権が与えられている 。

３）詳細な制度解説は，Ｒｌｃ ｈａｒｄ　Ｌ　Ｄｏｅｍｂｅｒｇ，〃舳肋ｏ舳Ｚ　Ｔあ肋ｏ〃，ＷｅｓｔＰｕｂ１１ｓｈｍｇ　Ｃｏ，

　１９８９　大崎　満『移転価格税制　　日本と欧米の制度比較』大蔵省印刷局 ，１９８８年。羽床正

　秀『移転価格税制詳解』大蔵財務協会，１９９１年，を参照 。

　　なお，最近になっ て発表された財務省規則によれば，算定方法に優先順位を付けないこと

　になっ た。

４）独立企業間価格の算定方法は，必ずしもどれか特定の方法をその企業が行うあらゆる取り

　引きに適用することまでは求めていない。これは，複数法の適用可能性と呼ばれるもので ，

　生産過程の各段階で行われる外部との取り引きについては，それぞれの取り引き段階あるい

　は取り引き実態に合わせて最も適切な方法を採用すべきである。さらに，企業グループ内の

　移転価格については，独立企業の原則によらず，直接的な利益配賦方式や関連会杜間であら

　かじめ定めた所得配分方式によっ て計算しようとする方法もある 。いわゆるグローバル法で

　ある 。多国籍企業の実態をどちらがより反映しているかについては議論の別れるところであ

　るが，ＯＥＣＤ報告では，グロー バル法は課税当局の恋意性を招きやすいばかりか，企業の

　形態，市場条件などを無視しているとして支持されていない。ＯＥＣＤ，ルｏ柳ブＰブゴ６加ｇ

伽州〃１舳舳舳鮒声舳５ ，Ｒｅｐｏ血ｏｆｔｈｅＯＥＣＤＣｏｍ１甘ｅｅｏｎＦ１ｓｃａ１Ａｆｆａｒｓ，Ｐａｒ１ｓ
，

　１９７９，　ｐｐ．１４ －１５

５）Ｗ
ｌ１ｆｒｅｄＪＥｔｈ１ｅｒ，ＭｏｄｅｍＩｎｔｅｍｔ１ｏｎａ１Ｅｃｏｎｏｍ１ｃｓ２ｎｄｅｄ血ｏ叫ＷＷＮｏｒｔｏｎ ＆Ｃｏｍ

　ｐａｎｙ，１９８８（『現代国際経済学一国際貿易』小田正雄 ・太田博史訳，多賀出版，１９９２年
，

　３３８－３３９ぺ 一ジ）

６）Ａ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｃｏｍｐａｎｙ　Ｐｎｃｍｇ　ＳＥＣ４８２Ｗｈ１ｔｅ　Ｐａｐｅｒ　ｏｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｍｐａｎｙ　Ｐ
ｒｌｃｍｇ，Ｕ　Ｓ

　Ｄｅｐａれｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒｅａｓ皿ｙ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｍａ１Ｒｅｖｅｎｕｅ　Ｓｅｒｖ１ｃｅ，Ｏｃｔｏｂｅｒ１８．１９８８　（丁内国歳入法第

　４８２条に関する白書の概要』日本租税研究協会，１９８８年，１０ぺ 一ジ）

（２２６）
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皿． レーガン政権とＩＲＣ第４８２条『ホワイト ・ぺ 一パ ー』

　独立企業問価格による適正価格の算定は，多国籍企業の内部取引に占める無体資産の

増大により ，第４の方法をクローズ ・ア ップすることになっ た。 そしてこの動きは ，８０

年代レーガン税制改革の理念と呼応し，無体資産取り引きに対するスーパー・ ロイヤリ

ティ条項の導入へと道を開くことになり ，移転価格税制は「価格重視」の原則から「利

　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
益重視」の立場へと転換することになる 。ここでは，レーカン税制改革の中でのスー パ

ー・ ロイヤリティ条項の位置づけ，ならびにその理論的特徴を整理し，最後に，移転価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
格税制の強化に乗り出したクリントン政権の意図について考えてみたい 。

　１ ．レーガン税政改革とスーパー・ ロイヤリティ条項

　８１年以降合衆国政府は，「８１年経済再建税法（ＥＲＴＡ）」と「８６年税制改革法（ＴＲＡ）」

という歴史的意義をもつ二つの税法を成立させた。これらの税法は，合衆国において生

産， 貯蓄，投資のインセンティブを高め，民間部門の資源の一層の効率的利用を促進す

るための所得税制の抜本的改革であ った。特に，８６年税制改革法は，税制の公平 ・中

立　簡素化を理念に，最も広範囲にわたる個人　法人所得税システムの全面的見直しで

あっ た。 ＴＲＡの下で個人所得の限界税率がさらに引き下げられ，税率区分の数も減る

一方で，税収の減少を防ぐために課税べ 一スが広げられた。ＴＲＡは，資源の有効利用

をすすめるため，経済的意志決定を歪めてきた数多くの税法上の優遇措置を廃止した 。

ＴＲＡは，投資税額控除を廃止し，減価償却速度を引き下げるかわりに法人税率を４６％

から３４％に引き下げた。この結果，２つの効果が期待された。すなわち ，全体的に資本

コストを引き上げると同時に他の投資における資本コストとの均等化を図ることであ っ

た。 ところが，部門間の資本コストの均等化を図るＴＲＡは，広告費，研究開発費とい

った無体資産に対する税の優遇措置を相対的に増やしてしまうという問題点を持 ってい

た。 これはＴＲＡが有体資産の資本 コスト全体を上昇させる一方，無体資産所得は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
ＥＲＴＡでもＴＲＡでも企業レベルでは全く課税されないことによる 。そこで，この様

な無体資産に対する課税を強化し，税がもたらす資源配分上の歪みを除去すべく導入さ

れたのがスー パー・ ロイヤリティ条項であり ，レーガン税制改革における位置づけであ

る。 それゆえ，後のクリントン政権下で強調されるような直接的な税収確保手段として

（２２７）
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の機能よりも ，税がもたらす経済的意志決定の歪みを除去する手段としての機能が重視

されていたと考えられる 。

　ところで，無体資産取引のように独立企業問価格を算定する際に比較対象取り引きが

得られない場合，独立価格比準法，再販売価格基準法，原価基準法にかわる第４の方法

が選択される 。

　第４の方法には大きく２つの流れがある。第１は，裁判所が最も多く用いるといわれ

る方法で，利益分割（Ｐ。。丘ｔ　Ｓｐｌｉｔ）と呼ばれる方法である 。これは，企業グルー プの連

結利益を何等かの基準で配分する方法で，例えば，賃金 ・売上 ・資産という３つの指標

にそれぞれ均等にウェイトづけし，連結利益を配分するというやり方である 。確かに非

常に便利な方法ではあるが，グループ内での個々の企業のポジシ ョンに応じた配慮はな

されない。特に個々の企業の資産と所得の関係やグループ内でコスト ・セクターなのか

プロフィト ・セクターなのかという事情は考慮されにくい 。

　第２は，収益率（Ｒ・ｔ・・ｆ　Ｒ・ｔｕｍ）に圧目する方法である 。収益率に着目する場合，生

産要素あるいは資産に対する収益率とコストに対する収益率の２つが考えられる 。前者

は， 資本利益率法と呼ばれ，その比率は，利益／賓本で求められる 。ただしこの場合 ，

どの様な生産要素 ・資産を選択するかという問題はあるが，どの指標を選んだとしても

独立企業の問でどのくらいの収益が上がっているかを比較することによっ て更正処分の

対象になるか否かが判断できる 。後者は，ベリー 比（Ｂ岨ｙ。。ｔｉ。）としてよく知られた

方法で，その比率は，粗利益／総営業コストで求められる 。

　この様に，内国歳入庁及び財務省は，比較対象取り引きが存在しない場合には，より

精綴な収益率分析が，単に所得分配の合理性を立証するためだけでなく ，移転価格の決

定のために用いられうると考えている。そして，１９８６年の税制改革はこの方向をさらに

押し進めたといてよい。それが８６年税制改革で，無体資産の移転および実施権の供与に

付いて，その対価は当該無体資産に帰属すべき所得と相応したものであることが求めら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
れるという ，いわゆるスーパー・ ロイヤリティ条項の導入である 。

　ところで，スー パー・ ロイヤリティ条項の導入に際し，問題とされたのは次のような

ことであ った。つまり ，収益性の高い無体資産は多くの場合ユニークなものであり ，非

関連会社に実施権が供与されることはなく ，そのため比較対象取り引きを見つけ出すこ

とは非常に困難である 。しかも ，当該企業は，産業全体の平均値との比較または移転時

の事実のみに着目し，潜在的な収益性を考慮しない。これでは適正課税ができないとい

うのが議会の考えであ った。そこで，無体資産から発生した所得を決定し，それを各当

（２２８）
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事者が果たした機能，負担したコスト及びリスクに従い配分する 。このような経済分析

により実際の所得を配分すれば，相応性基準を満たすことができるというのが財務省の

　　　　４）
考えである 。

　２ ．ＩＲＣ第４８２条の経済学

　既に指摘してきたようにＩＲＣ第４８２条は，その適用をめぐっ て， 独立企業問の取り引

き価格を適正に把握する方向から ，独立企業間での収益率を比較する方向へ転換した 。

ここでは，この様な転換がどの様な経済学的理解にものづいているのかを整理する 。

　多国籍企業にとっ て効率的な移転価格がどの様にして決まるかをミクロ理論を用いて

示したのが図２である 。通常，企業の利潤を極大化する生産量と価格は，限界費用曲線

（ＭＣ）と限界収入曲線（ＭＲ）の交点で達成される 。図２の場合，ＭＣとＭＲｈ＋ｆ（ｈ； 国

内， ｆ； 海外）の交点がこの多国籍企業の利潤極大点であり ，その時の生産量がＱｈ＋ｆ
，販

売価格がＭＣ（Ｑｈ＋ｆ）であり ，これが移転価格となる 。そしてこの結果，多国籍企業の

国内部門と海外部門はそれぞれの与えられた需要曲線との交点で収益を極大化するＱｈ

とＱｆの販売量を選択するのである 。ここでもし，国内部門および海外部門が独占市場

であるならば，実際の価格は，限界費用と等しい移転価格を上回るだろう（Ｐ。とＰｆ）。

つまり ，価格の変化に対して需要の弾力性が低い場合には，限界費用に対するマーク ・

　　　　　　　　　　　　　５）
アッ プが大きくなるからである 。

　この様に，独占度の高い多国籍企業の場合，現実の取り引き価格と移転価格が乖離す

る可能性がきわめて高いのである 。

　さらに，無体資産の場合には限界費用という概念が当てはめにくい。つまり ，無体資

産は，数量に応じてコストがかかるという性格のものではなく ，限界費用という概念を

適応できないのである 。

　そこで，『ホワイト ・ペニパー』では，生産要素が市場で得る利益に着目して適正所

得配分を行うことを考えたのである 。垂直的または水平的に統合された生産技術が多国

籍企業にとっ て利用可能である場合には，統合されていない技術を使う非関連会社より

も低いコストで生産でき ，両者の問に不一致が生じる 。小さい企業は長期的に存在しえ

なくなり ，第三者価格を発見することは不可能であろう 。しかし，ミクロ理論によれば ，

統合された事業についても ，その産業が競争的で，生産要素が同次的かつセクター間で

可動的であれば，長期的には経済的超過利潤はゼロになると考えられる 。つまり ，企業

の総収入は，その企業の全ての生産要素が稼得する市場利益の合計に等しいということ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２９）
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になる 。この総収入と市場利益の合計が等しいという公式を多国籍企業における関連者

問の適正所得配分に応用しようとしたのが基本的アームス　レングス利益比準法（Ｂ。。１．

　　　　　　　　　　　　　　　６）
Ａ・ｍ

’・ Ｌｅ噌ｈＲ・ｔｕｍＭｅｔｈｏｄ）である
。

　この様に，『ホワイト ・ぺ 一パ ー』では，ミクロ理論に基づきながらも ，今までの独

立企業間価格が無視してきた，多国籍企業という組織形態が生み出す収益を認め，従来

の独立企業間の価格を重視する方向から収益を重視する方法へ転換を計 ったのである 。

そして，この収益重視の移転価格税制を積極的に活用し，外国企業課税に乗り出したの

がクリントン政権である 。

　３ ．クリントン政権の新たな試み

　１９９３年大統領に就任したクリントンは，その選挙公約として外国企業課税の強化を打

ち出していた。彼の外国企業課税強化策には，親会社保証付き借入れとその利払費の損

金算入制限といっ た主として金融取り引きに関わる課税強化と ，移転価格課税における

「みなし課税」の導入があげられる 。この「見なし課税」とは，個々の取り引き価格の

評価には立ち入らず，形式的に課税するというものである。具体的には比較対象利益法

（２３０）



　　　　　　　　　　　移転価格税制の変遷と合衆国経済（飯野）　　　　　　　　１０７

（Ｃ
・ｍｐ。。。

ｂ１． Ｐ。。丘ｔ　Ｍ．ｔｈ．ｄ）を用い ，同一産業に属する合衆国企業との収益率を比較し ，

一定の開きがある場合には追徴課税の対象とするというもので，収益率よりも市場シェ

ア優先の日本企業や，進出したばかりで立ち上がり費用がかさんでいる企業などは当然

収益率が合衆国企業よりも低く ，のきなみ追徴課税の対象となる可能性がある 。

　クリントン政権は，移転価格課税の強化について，合衆国企業と外国企業との課税上

の公平性回復を強調するが，共和党政権から引き継いだ膨大な財政赤字と国際収支赤字

を抱えている上に，景気対策や医療制度の改革など今後も予想される支出増加と一向に

進まない歳出削減および増税についての議会審議という状況の中で，国内の反対を惹起

することなくとりあえず増収が可能な外国企業課税が選択 ・強化されたと考えられる 。

　しかし，はじめにでもふれたように，クリントン政権が主張するほどの税収効果は期

待できないとするＩＲＳの見解や，このような措置に対しては当然他のＯＥＣＤ諸国から

報復として合衆国企業に対する移転価格税制の適応が予想され，長期的に税収増になる

とは考えにくい。また資本不足に悩む合衆国にとっ て， 資本コストを引き上げるであろ

う課税の強化は，合衆国への直接投資を減少させ，国際競争力の弱化をもたらす可能性

もありうる 。もちろん為替レートをドル安に誘導し競争力を維持しようとすることも可

能であるが，その場合にはインフレの危険を犯すことになる 。さらに景気回復の足どり

が予想以上に重い合衆国経済において，海外からの資金流入が減少すれば，利子率が上

昇し，かえっ て景気の足を引 っ張ることになるかも知れない 。

　膨大な財政赤字と国際収支赤字を抱えながら ，短期的な景気の回復と長期的な経済成

長をどの様にバランスさせるかという困難な状況の中での舵取を迫られているクリント

ン政権にとっ て， 国内経済政策と十分整合性のある租税政策の選択が求められる 。

　　 １）多国籍企業の移転価格操作についての財務省報告からホワイトペーパ ーへいたる過程の分

　　　析については，中村雅秀「多国籍企業の移転価格と『ＩＲＣ４８２条白書』」『証券経済』第１８２

　　　号，１９９２年１２月を参照
。

　　 ２）Ｔｈｅ　Ａｍｕａ１Ｒｅｐｏ血ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｃｉ１ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ａｄｖｉｓｅｒｓ，厄６０〃ｏ加Ｒ３声ｏれ げ¢加Ｐ附

　　　〃３〃１９８７，Ｕｍｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ　Ｐｒｍｔｍｇ　Ｏｆ五ｃｅ
，１９８７ ，ｐｐ８６－８９

　　　　 なお，８６年税制改革が資産間及び産業問での法人投資の実効税率の格差をどの程度調整し

　　　たかについて推計を行 ったストイエルによれば，設備投資に対する実効税率は平均３８％，構

　　　造物については３９％となり ，さらに在庫晶については５８％から４８％に引き下げられ，設備 ・

　　　構造物に近づいた。これは，政府による産業政策の役割が大幅に縮小したことを意味し，特

　　　定の産業や特定の事業活動に対して優先的に税制面から政策的介入を行う余地が減少したと

　　　考えられる 。しかし，人的資本や無体資産に対する実効税率の均等化については，測定の困

　　　難さも手つだ って明らかではないとされている 。

　　　　 Ｃ． Ｅ． Ｓｔｅｕｅｒｌｅ，ｎ６Ｔ〃Ｄ３６０ゐ， Ｈｏｗ　Ｔａｘｅｓ　Ｃａｍｅ　ｔｏ　Ｄｏｍｉｎａｔｅ　ｔｈｅ　Ｐｕｂ１ｉｃ　Ａｇｅｎｄａ
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３１）
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　　Ｔｈｅ　Ｕｒｂａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　Ｐ
ｒｅｓｓ，１９９２

，ｐｐ
．１２５ －１３０

　３）この条項は，「無体資産の移転の場合，当該移転もしくはライセンスにかかる所得は，無

　　体資産に帰属すべき所得と相等しいものとする」というもので，一般に相応性基準
　　（Ｃｏｍｍｅｎｓｕ１ａｔｅ　ｗｌｔｈ　Ｉｎｃｏｍｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）と呼はれている 。例えは，収益性の高い毎体資産

　　（特許など）をあらかじめ低い価格でタ ックス ・ヘイブンなどの子会社へ移転した場合，そ

　　の特許が後になっ て高い収益をもたらしても合衆国の課税権からは逃れてしまう 。そこで ，

　　移転された特許が後になっ て多額の収益をもたらした場合には，もたらされた収益を基準に

　　価格を改訂しなければならない，というのがスーパー・ ロイヤリティ条項の意味である 。

　４）Ａ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｃｏｍｐａｎｙ　Ｐｎｃｍｇ　ＳＥＣ４８２Ｗｈ１ｔｅ　Ｐａｐｅｒ　ｏｎ　Ｉｎｔｅｒｃｏｍｐａｎｙ　Ｐ
ｒ１ｃｍｇ，Ｕ　Ｓ

　　 Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒｅａｓｕｒｙ　ｍｄ　Ｉｎｔｅｍ１Ｒｅｖｅｍｅ　Ｓｅｒｖ１ｃｅ，Ｏｃｔｏｂｅｒ１８．１９８８（『内国歳入法第

　　４８２条に関する白書の概要』日本租税研究協会，１９８８年，２４ぺ 一ジ）

　５）Ａ　Ｄ　Ｗ１廿ｅ ＆Ｔ　Ｃｈ１ｐｔｙ，Ｓｏｍｅ　Ｔｈｏｕｇｈｔｓ　ｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐ
ｒ１ｃｍｇ，丁倣Ｎｏ晦，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ２６

．

　　１９９０，　ｐｐ．１０１０－１０１２

　６）　 この様な白書の主張にもかかわらず，ＢＡＬＲＭにはアームス ・レングス基準に対するの

　　 と同じ批判がなされている。つまり ，多国籍企業の “統合の経済性（ｍｔｅｇｒａｔ１Ｏｎ

　　 ｅＣＯｎＯｍ１ＣＳ）” がとの様に配布されるかは識別できないというものである 。

　　　Ｄａｍｅｌ　Ｊ　Ｆｒ１ｓｃ
ｈ， Ｔｈｅ　ＢＡＬＲＭ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐ

ｒ１ｃｍｇ，八脇ｏ伽Ｚ７あ■ｏ〃舳４

　　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，１９８９ ，ｐｐ２６２－２６４

結びにかえて

　本稿では次の諸点を明らかにした。Ｉでは，国際課税制度において移転価格税制とタ

ソクス ・ヘイフン対策税制は相互に補完しあい，多国籍企業の国際的な租税回避行動に

対処していること ，そしてタ ックス ・ヘイブン対策税制がストッ クに対して課税するの

に対し，移転価格税制はフローに着目するものであ った。さらに，いち早く企業の多国

籍化が進んだ６０年代の合衆国において移転価格税制は，インフレなき持続的成長とドル

危機回避という政策課題の中で，主として国内所得の流出を防止し，国内の成長政策に

必要な資金の供給を助ける役割を担 っていた 。

　皿では，８０年代に至るまでの移転価格税制，とりわけ適正価格としての独立企業間価

格の算定方法とその問題点を分析した。独立企業問価格は比較対象取り引きを見つけ出

すことによっ て算定が可能であ ったが，多国籍企業の内部取り引きの中で無体資産が増

加するにつれ，比較対象取り引きを見つけ適正価格を算定し，それを基に所得の更正を

行うことが困難となり ，価格重視の原則が収益重視へと転換することになっ た。

　皿では，その様な収益重視を決定づけたＩＲＣ第４８２条『ホワイト　ペ ーパ ー』の中心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３２）
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論点であるスー パー・ ロイヤリティ条項のレーガン税制改革における位置づけと ，その

理論的根拠を検討した。レーガン税制改革は，税制の公平 ・中立 ・簡素化を標袴し，税

制がもたらす経済的意志決定の歪みの除去を図 った。そこで『ホワイト ・ぺ 一パー』で

は， 取り引き価格の算定から所得の更正を行うことの限界を認め，長期的には競争市場

において成り立つ，総収入＝市場利益の合計，という式にの っとっ て， 関連者間の適正

所得配分を行う方式に移転価格税制を転換させたのであ った。この結果，資本 コストの

上昇をともないながらも ，多国籍企業という組織形態が生み出す収益にも対応可能とな

り， 資産間および産業問での実効税率の格差が大幅に是正された。しかし，このことが

結果的には，個々の取り引きの内容には立ち入らず，利益率の格差で課税が可能となる

「みなし課税」に道を開くことになっ た。 そしてその「見なし課税」を武器に外国企業

課税に乗り出したのがクリントン政権であ った。しかし，合衆国だけが「見なし課税」

を行うと ，国際的な二重課税の可能性があり ，合衆国以外のＯＥＣＤ諸国は，これまで

通り共通の独立企業間価格の原則を主張している 。もしこのまま合衆国が「見なし課

税」を続けるならば，ＯＥＣＤ諸国間の移転価格税制をめぐる租税摩擦がますます激化

し， 資本不足に悩む合衆国にとっ ては，資本流入の減少をまねき ，かえっ て景気回復の

妨げになる可能性がある 。

　経済の国際化は，資本移動の中立性を一つの理念に税制の国際的な調整を進めるかに

みえたが，先進国間の国内マクロ経済パフォーマンスの格差が大きな壁となっ て立ちは

だか っているのが現状のようである 。

（２３３）




